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住生活基本計画と住宅・土地統計調査の調査事項等との関連 

 

  

１ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標 

平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

目標１ 安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築 

① 住生活の安全を確保する住宅及び居住環境の整備 

【指標】 

[基礎的な安全性の確保] 

・新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する住宅ストッ

クの比率【79%（平20）→95%（平32）】 

・地震時等に著しく危険な密集市街地の面積 

【約6,000ha（平22）→おおむね解消（平32）】 

・安全・安心な居住環境の整備に関係する宅地耐震化対策、浸水対

策、土砂災害対策及び津波・高潮対策に関する指標（社会資本整備

重点計画法（平成15年法律第20号）に基づく社会資本整備重点計画

において設定されている指標に同じ） 

 

② 住生活の安心を支えるサービスが提供される環境の整備 

【指標】 

[高齢者の安定した住まいの確保] 

・高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合【0.9%(平17)→3～5％

（平32）】 

[地域における福祉拠点等の構築] 

・生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（100戸以上）の割

合【16％（平21）→ 25％（平32）】 

 

③ 低炭素社会に向けた住まいと住まい方の提案 

【指標】 

[環境問題への対応] 

・エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出がなされた

新築住宅における省エネ基準（平成11年基準）達成率 

【42％(注)→100％（平32）】 

（注）平成 22年４月から９月までの数値。 

 

④ 移動・利用の円滑化と美しい街並み・景観の形成 

【指標】 

[ユニバーサルデザイン化の推進] 

・共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで

通行可能な住宅ストックの比率【16%（平20）→28%（平32）】 

[良好な景観の形成] 

・良好な景観の形成に関する指標（社会資本整備重点計画法に基づ

く社会資本整備重点計画において設定されている指標に同じ。） 

 

 

 

 

 

 

○住宅の建て方（調査員記入欄） 

○建物の構造（調査員記入欄） 

○建築の時期 

○平成16年1月以降の住宅の増改築や

改修工事等の工事について（壁・柱・

基礎等の補強工事） 

○住宅の耐震診断の有無 

○住宅の耐震改修工事の有無 

○都市計画区分、防火地域区分(指定調

査区情報一覧) 

 

 

○世帯の構成 

○最寄りの医療機関・公園・公民館・

集会場・デイサービス・郵便局・銀

行・保育所・小学校・中学校までの

距離（指定調査区情報一覧） 

 

 

 

 

○太陽熱を利用した温水機器の有無 

○太陽光を利用した発電機器の有無 

○二重サッシ又は複層ガラス窓の有無 

 

 

 

 

 

○住宅の建て方（調査員記入欄） 

○高齢者対応型住宅の別(調査員記入

欄) 

○高齢者のための設備等（道路から玄

関まで車椅子で通行可能か） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙○ 

資料４ 別紙２ 
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平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

目標２ 住宅の適正な管理及び再生 

【指標】 

［住宅を長く大切に使う社会の実現］ 

・リフォーム（注）実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合【3.5%（平16

～20平均）→6%（平32）】 

［マンションの適正な維持管理］ 

1)ストック 

・25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マン

ション管理組合の割合【37%（平20）→70%（平32）】 

2)フロー 

・新築で30年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲

マンション管理組合の割合【51%（平20）→おおむね100%（平32）】 

（注）リフォーム：増改築、修繕又は模様替のいずれかを行うこと 

 

目標３ 多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

① 既存住宅が円滑に活用される市場の整備 

【指標】 

［循環型市場の形成］ 

・既存住宅の流通シェア（既存住宅の流通戸数の新築を含めた全流通戸数に

対する割合） 【14%(平20)→25%(平32）】 

 

［リフォーム市場の整備］ 

・リフォーム時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅の全リフォーム実施戸

数・棟数に占める割合【0.2%(注）→10%(平32）】 

（注）平成 22 年４月から 12 月までの数値。 

 

 

② 将来にわたり活用される良質なストックの形成 

【指標】 

［住宅を長く大切に使う社会の実現］ 

・住宅の利活用期間 

1)滅失住宅の平均築後年数【約27年(平20)→約40年(平32)】 

2)住宅の滅失率（５年間に滅失した住宅戸数の住宅ストック戸数に対する

割合）【約7%(平15～20)→約6%(平27～32）】 

・新築住宅における住宅性能表示の実施率【19%(平21)→50%(平32）】 

・新築住宅における認定長期優良住宅の割合【8.8%(注）→20%(平32）】 

（注）認定長期優良住宅の供給が開始された平成 21年 6月から平成 22年

3月までの数値。 

 

③ 多様な居住ニーズに応じた住宅の確保の促進と需給の不適合の解消 

【指標】 

［居住ニーズと住宅ストックの不適合の解消］ 

・子育て世帯（注）における誘導居住面積水準達成率 

【全国：40％(平20)→50％(平27)】 

【大都市圏：35％(平20)→50％(平32)】 

（注）子育て世帯：構成員に 18歳未満の者が含まれる世帯 

 

 

 

○持ち家か借家かなどの別 

○建築の時期 

○平成 16 年１月以降の住宅の

増改築や改修工事等の工事

について 

○平成 16 年１月以降の高齢者

等のための設備の工事につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

○この住宅への入居時期 

○持ち家か借家かなどの別 

○住宅の建て替え・新築・購入

などの別 

○平成 16 年１月以降の住宅の

増改築や改修工事等の工事

について 

○平成 16 年１月以降の高齢者

等のための設備の工事につ

いて 

 

 

○建物の構造（調査員記入欄） 

○建築の時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○居住世帯のない住宅（調査員

記入欄） 

○住宅の建て方（調査員記入

欄） 

○世帯の構成 

○前住居 

○持ち家か借家かなどの別 

○延べ面積 
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平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

目標４ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

【指標】 

［居住の安定の確保］ 

・最低居住面積水準未満率【4.3％(平20)→早期に解消】 

［高齢者等への配慮］ 

・高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率 

一定のバリアフリー化（注１） 【37％（平20)→75％(平32)】 

うち、高度のバリアフリー化（注２） 【9.5％(平20)→25％(平32)】 

（注１）一定のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置又は屋内の段

差解消に該当 

（注２）高度のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置、屋内の段差

解消及び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当 

 

○世帯の構成 

○持ち家か借家かなどの別 

○１か月の家賃又は間代及び

共益費又は管理費 

○延べ面積 

○高齢者のための設備等 

○平成 16 年１月以降の高齢者

等のための設備の工事につ

いて 
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２ 住宅性能水準 

 住宅性能水準は、居住者ニーズ及び社会的要請に応える機能・性能を有する良好な住宅ストックを形成する

ための指針となるものであり、その内容は以下のとおりとする。 

平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

１．基本的機能 

(1) 居住室の構成等 

①各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家庭の団らん、接客、

余暇活動等に配慮して、適正な水準を確保する。ただし、都市部における

共同住宅等において都市における利便性を考慮する場合は、個人のプライ

バシー、家庭の団らん等に配慮して、適正な水準を確保する。 

②専用の台所その他の家事スペース、便所（原則として水洗便所）、洗面所

及び浴室を確保する。ただし、適切な規模の共用の台所、浴室等を備えた

場合は、各個室には専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所を確保すれ

ば足りる。 

③世帯構成に対応した適切な収納スペースを確保する。 

 

(2) 共同住宅における共同施設 

①中高層住宅については、原則としてエレベーターを設置する。 

②バルコニー、玄関まわり、共用廊下等の適正な広さを確保する。 

③集会所、子供の遊び場等の設置及び駐車場の確保に努める。 

④自転車置場、ゴミ収集スペース等を確保する。 

 

２．居住性能 

(1) 耐震性等 

 想定される大規模地震・暴風等による加重・外力に対し、構造躯体が倒壊

等に至らないように、耐震性能を含む構造強度について、適正な水準を確保

する。 

 

 

 

(2) 防火性 

 火災に対して安全であるように、延焼防止及び覚知・避難のしやすさにつ

いて、適正な水準を確保する。 

 

 

 

(3) 防犯性 

 外部からの侵入を防止するため、出入口や窓等の侵入防止対策等につい

て、適正な水準を確保する。 

 

 

 

(4) 耐久性 

 長期の安定した居住を可能とする耐久性を有するように、構造躯体の劣化

防止について、適正な水準を確保する。 

 

 

(5) 維持管理等への配慮 

 設備配管等の維持管理・修繕等の容易性について、適正な水準を確保する。

また、増改築・改装及び模様替えの容易性について、適正な水準を確保する。 

 

 

 

○世帯の構成 

○延べ面積 

○住宅の設備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

○エレベーターの有無(調査員

記入欄) 

○高齢者対応型住宅の別(調査

員記入欄) 

 

 

 

○平成 16 年 1 月以降の住宅の

増改築や改修工事等の工事

について（壁・柱・基礎等の

補強工事） 

○住宅の耐震診断の有無 

○住宅の耐震改修工事の有無 

 

○住宅の建て方（調査員記入

欄） 

○建物の構造（調査員記入欄） 

○自動火災感知設備の有無 

（○自動消火設備の有無） 

 

○エレベーターの有無（防犯設

備）(調査員記入欄) 

○オートロックの別(調査員記

入欄) 

 

 

○住宅の建て方（調査員記入

欄） 

○建物の構造(調査員記入欄) 

 

 

○平成 16 年１月以降の住宅の

増改築や改修工事等備の工

事について 

 

 



【第 1 回研究会資料】 

- 5 - 

平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

(6) 断熱性等 

 快適な温熱環境の確保が図られるように、結露の防止等に配慮しつつ、断

熱性、気密性等について、適切な水準を確保する。また、住戸内の室温差が

小さくなるよう、適切な水準を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 室内空気環境 

 清浄な空気環境を保つため、内装材等からの化学物質、石綿等の汚染物質

発生防止、換気等について、適正な水準を確保する。 

 

 

(8) 採光等 

 窓等の外壁の開口部からの採光等について、適正な水準を確保する。 

 

(9) 遮音性 

 隣接住戸、上階住戸からの音等が日常生活に支障とならないように、居室

の界床及び界壁、外壁の開口部の遮音について、適正な水準を確保する。 

 

(10) 高齢者等への配慮 

 加齢による一定の身体機能の低下等が生じた場合にも基本的にはそのま

ま住み続けることができるように、住戸内及び共同住宅の共用部分等につい

て、段差の解消、手すりの設置、廊下幅の確保、便所の配置等に関し、日常

生活の安全性及び介助行為の容易性について、適正な水準を確保する。 

 

 

 

(11) その他 

 家具等の転倒の防止、落下物の防止、ガス漏れ・燃焼排ガスによる事故の

防止、防水性、設備等の使いやすさ等について、適正な水準を確保する。 

 

３．外部性能 

(1) 環境性能 

 自然エネルギーの利用、断熱性の向上やエネルギー効率の高い設備機器の

使用などエネルギーの使用の合理化、断熱材のノンフロン化等について、適

切な水準を確保する。また、建設・解体時の廃棄物の削減、解体処理・リサ

イクルの容易性、地域材・再生建材の利用、雨水・雑排水の処理・有効利用、

敷地内の緑化等について、適切な水準を確保する。 

 

(2) 外観等 

外壁、屋根、門塀等の配置及びデザインの周辺との調和について、適切な

水準を確保する。 

 

○太陽熱を利用した温水機器

の有無 

○太陽光を利用した発電機器

の有無 

○二重サッシ又は複層ガラス

窓の有無 

○平成 16 年１月以降の住宅の

増改築や改修工事等備の工

事について（窓・壁等の断

熱・結露防止工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○エレベーターの有無(調査員

記入欄) 

○高齢者対応型住宅の別(調査

員記入欄) 

○高齢者のための設備等 

○平成 16 年１月以降の高齢者

等のための設備の工事につ

いて 

 

 

 

 

 

○太陽熱を利用した温水機器

の有無 

○太陽光を利用した発電機器

の有無 

○二重サッシ又は複層ガラス

窓の有無 
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３ 居住環境水準 

 居住環境水準は、地域の実情に応じた良好な居住環境の確保のための指針となるものであり、それぞれの項

目が、地域における居住環境の現状、課題等を把握し、整備、誘導等の方向性を示すための要素となる。居住

環境水準の内容は、以下のとおりとする。 

平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

（１）安全・安心 

① 地震・大規模な火災に対する安全性 

地震による住宅の倒壊及び大規模な火災に対して安全であること。 

【指標】 

・地震時等に著しく危険な密集市街地の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自然災害に対する安全性 

津波、高潮、出水、がけの崩壊等の自然災害に対して安全であること。 

 【指標】 

・地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模盛土造成地が存

在する地方公共団体のうち、宅地ハザードマップを作成・公表し、住民に

対して情報提供を実施した地方公共団体の割合 

・土砂災害から保全される人口（急傾斜事業を含む） 

・洪水による氾濫から守られる区域の割合 

・中枢・拠点機能をもつ地域で床上浸水の恐れがある戸数 

・近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐れがある戸数 

・津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の

面積 

 

③ 日常生活の安全性 

生活道路の安全な通行及び犯罪の発生の防止に配慮されていること。 

【指標】 

・地区内人口当たりの年間犯罪発生件数 

 

④ 環境阻害の防止 

騒音、振動、大気汚染、悪臭等による居住環境の阻害がないこと。 

 【指標】 

・大気汚染に関する環境基準の達成状況 

・悪臭に関する規制基準等に適合しない事業場等の数 

・騒音に関する環境基準の達成状況 

・振動に関する規制基準等に適合しない事業場等の数 

 

（２）美しさ・豊かさ 

① 緑 

緑等の自然を確保し、自然環境に関する快適性を享受することができるこ

と。 

 【指標】 

・地区面積に対する緑に覆われた面積の比率【緑被率】 

 

 

○住宅の建て方（調査員記入

欄） 

○建物の構造（調査員記入欄） 

○平成 16 年 1 月以降の住宅の

増改築や改修工事等の工事

について（壁・柱・基礎等の

補強工事） 

○住宅の耐震診断の有無 

○住宅の耐震改修工事の有無 

○都市計画区分、防火地域区分

(指定調査区情報一覧) 

○最寄りの緊急避難場所まで

の距離（指定調査区情報一

覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○敷地に接している道路の幅

員（調査員記入欄） 

○幅員６ｍ以上の道路までの

距離(単位区設定図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○最寄りの公園までの距離(指

定調査区情報一覧) 
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平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

② 市街地の空間のゆとり・景観 

住戸、住棟の隣棟間隔、空地等を有し、日照、採光、眺望、プライバシー

等が立地条件等に応じて適切に確保されていること。また、地域の気候、風

土、文化等に即して、良好な景観を享受することができること。 

【指標】 

・狭小宅地率 

・良好な景観の形成・保全、ゆとりある敷地規模の確保等良好な市街地環境

の形成を図ることを目的とした地区の指定比率 

 

（３）持続性 

① 良好なコミュニティ及び市街地の持続性 

地域の良好なコミュニティを維持し、住宅の適切な建替え等により良好な

居住環境が維持できること。 

 【指標】 

・空家率 

② 環境負荷への配慮 

環境への負荷の低減に配慮したまちの構成であること。 

 【指標】 

・地区全体の人口に対する街なか区域（地域の実情に応じて設定した中心市

街地を含む区域）内の人口比率【街なか居住比率】 

・通勤・通学における公共交通機関等利用率 

 

（４）日常生活を支えるサービスへのアクセスのしやすさ 

① 高齢者、子育て世帯等の各種生活サービスへのアクセスのしやすさ 

高齢者、子育て世帯等が日常生活を支える各種サービスに容易にアクセス

できること。 

 【指標】 

・公共交通不便地域内の住宅の戸数又は面積の割合 

・高齢者の在宅介護を支援するサービス等福祉サービスの実施体制の整備率 

 

 

 

 

② ユニバーサルデザイン 

高齢者、障害者をはじめとする多様な者の円滑な移動の経路が確保されてい

ること。 

 【指標】 

・高齢者、障害者をはじめとする多様な者が日常生活又は社会生活において

利用する施設相互間の生活関連経路を構成する道路におけるユニバーサル

デザイン化の実施率 

 

○敷地面積 

○都市計画区分・市街化区域区

分、建ぺい率、容積率(指定

調査区情報一覧) 

 

 

 

 

 

 

○居住世帯のない住宅(調査員

記入欄) 

○最寄りの公園までの距離(指

定調査区情報一覧) 

 

○最寄りのバス停留所・鉄道ま

での距離(単位区設定図) 

 

 

 

 

 

 

○高齢者対応型住宅の別(調査

員記入欄) 

○最寄りの医療機関・公園・公

民館・集会所・デイサービ

ス・郵便局・銀行・保育所・

小学校・中学校までの距離

(指定調査区情報一覧)  

○最寄りのバス停留所・鉄道ま

での距離(単位区設定図) 

 

○高齢者のための設備等 

○平成 16 年１月以降の高齢者

等のための設備の工事につ

いて 
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４ 誘導居住面積水準 

誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応す

るために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸

建住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した

都市居住型誘導居住面積水準からなる。その面積（住戸専用面積・壁芯）は、住宅性能水準の基本的機能を満

たすことを前提に、以下のとおりとする。 

平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

(1)一般型誘導居住面積水準 

①単身者 55㎡ 

②２人以上の世帯 25㎡×世帯人数＋25㎡ 

(2)都市居住型誘導居住面積水準 

①単身者 40㎡ 

 ②２人以上の世帯 20㎡×世帯人数＋15㎡ 

○住宅の建て方(調査員記入欄) 

○世帯の構成 

○延べ面積 

 

 

５ 最低居住面積水準 

最低居住面積水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積

に関する水準である。その面積（住戸専用面積・壁芯）は、別紙１の住宅性能水準の基本的機能を満たすこと

を前提に、以下のとおりとする。 

平成 23年版住生活基本計画（全国計画） 
平成 20年住宅・土地統計調査 

調査事項等 

①単身者 25㎡ 

②２人以上の世帯 10㎡×世帯人数＋10㎡ 

 

○住宅の建て方(調査員記入欄) 

○世帯の構成 

○延べ面積 

 

 

「誘導居住面積水準」「最低居住面積水準」共通注記 

注１：上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は 0.25 人、３歳以上６歳未満の者は 0.5 人、６歳以上 10

歳未満の者は 0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人員が２人に満たない場合

は２人とする。 

注２：世帯人員は（注１の摘要がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合、上記の面積から５％

を控除する。 

注３：次の場合は、上記の面積によらないことができる。 

①単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合 

②適切な規模の共用の台所、浴室があり、各個室にミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上

記面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合 


